
令和７年度 旭川成年後見支援センター成年後見制度普及啓発講演会 

 

             

             

             

             

             

             

             

              

 

             

             

             

         

              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

令和７年度「成年後見制度普及啓発講演会」参加申込書 

FAX 0166－23－1118 
 

お名前 お住まいの地域 お電話番号 

 旭川・鷹栖・東神楽・当麻 

比布・愛別・上川・東川・美瑛 
 

 旭川・鷹栖・東神楽・当麻 

比布・愛別・上川・東川・美瑛 
 

 旭川・鷹栖・東神楽・当麻 

比布・愛別・上川・東川・美瑛 
 

 

この講演会は、成年後見制度の基礎的な知識について、 

市民・町民の皆さまに広く知っていただくことを目的として開催いたします。 

 

【講演１】「終活について考える ～成年後見制度と終活関連制度～」  

講師 日本司法支援センター旭川法律事務所 代表常勤弁護士 西田 更良 氏           
 

【講演２】「相続と遺言について ～公正証書遺言と自筆証書遺言の違い～」  
講師 旭川地方法務局 職員

【制度紹介】あんしんサポート事業について 
説明者 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 総合相談支援課担当

 

  

  

〒070-0035 旭川市５条通４丁目 旭川市ときわ市民ホール１階 

旭川市社会福祉協議会 

申込み締切：令和 7年 11月 28 日（金）  
お電話、FAXまたはメールにてお申込みください。 

主催 旭川成年後見支援センター、日本司法支援センター旭川地方事務所（法テラス旭川） 

旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町 

 


